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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の受球位置で遊技球を受容し、該受球位置から所定距離をおいた排球位置まで該遊
技球を移動させて、該排球位置に形成された排出口に該遊技球を排出するように動作する
可動体を備える役物が遊技領域に配置された遊技機であって、
　前記遊技球が前記排球位置にきたときに、該遊技球を前記可動体と前記排出口とを跨ぐ
体勢に保持しつつ排出するように誘導する球進路誘導手段が設けられるとともに、
　前記可動体に係合し得る係合体勢となるように重力により付勢され、前記可動体との係
合が解除された解除体勢へと変移し得るように可動に構成された係合手段が設けられ、
　前記係合手段は、前記可動体が前記遊技球を受容するまでの過程で該遊技球によって前
記重力による付勢に抗して動くことで前記係合体勢から前記解除体勢へ変移することによ
って前記可動体から離脱してロックを解除し、前記遊技球が前記排球位置にきたときに前
記可動体と前記排出口とを跨ぐ体勢に保持されているうちに、重力により前記解除体勢か
ら前記係合体勢へ変移することによって前記可動体に係合して該可動体をロックすること
を特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機等の弾球遊技機に代表される遊技機に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
　従来、パチンコ機等の弾球遊技機においては、遊技球が流下する遊技領域内に、例えば
遊技球の通過にともなって可動体が動作するように構成された役物が配置され、これによ
り遊技の興趣を盛り上げるようにしたものがある。
【０００３】
　このような遊技機として、例えば以下に示すようなものが挙げられる。
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－１２４９３８
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記構成の遊技機においては、役物が所期の動作を行うように制御するのにやや工夫を
要する場合がある。例えば、所定の範囲内で往復するように回転動作や揺動動作などを役
物に行わせる場合、この動作が反転する際に、バウンド（跳ね返り）等の余剰の挙動が生
じ、これにより役物の動作が所期の形から逸脱することがある。このような余剰の挙動を
抑制しようとすると、役物の動作機構が複雑化しやすいという問題がある。
【０００６】
　本発明は、上述した問題点を解決するためになされたものであり、その目的とするとこ
ろは、簡単な構成により所望の動作を容易かつ確実に行うことが可能な可動の役物を備え
る遊技機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る遊技機は、上記目的を達成するために、
　所定の受球位置で遊技球を受容し、該受球位置から所定距離をおいた排球位置まで該遊
技球を移動させて、該排球位置に形成された排出口に該遊技球を排出するように動作する
可動体を備える役物が遊技領域に配置された遊技機であって、
　前記遊技球が前記排球位置にきたときに、該遊技球を前記可動体と前記排出口とを跨ぐ
体勢に保持しつつ排出するように誘導する球進路誘導手段が設けられるとともに、
　前記可動体に係合し得る係合体勢となるように重力により付勢され、前記可動体との係
合が解除された解除体勢へと変移し得るように可動に構成された係合手段が設けられ、
　前記係合手段は、前記可動体が前記遊技球を受容するまでの過程で該遊技球によって前
記重力による付勢に抗して動くことで前記係合体勢から前記解除体勢へ変移することによ
って前記可動体から離脱してロックを解除し、前記遊技球が前記排球位置にきたときに前
記可動体と前記排出口とを跨ぐ体勢に保持されているうちに、重力により前記解除体勢か
ら前記係合体勢へ変移することによって前記可動体に係合して該可動体をロックすること
を特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、簡単な構成により所望の動作を容易かつ確実に行うことが可能な可動
の役物を備える遊技機が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明に係る遊技機は、手段１として、
　所定の受球位置で遊技球を受容し、該受球位置から所定距離をおいた排球位置まで該遊
技球を移動させて、該排球位置に形成された排出口に該遊技球を排出するように動作する
可動体を備える役物が遊技領域に配置された遊技機であって、
　前記遊技球が前記排球位置にきたときに、該遊技球を前記可動体と前記排出口とを跨ぐ
体勢に保持しつつ排出するように誘導する球進路誘導手段が設けられていることを特徴と
する。
【００１０】



(3) JP 5218738 B2 2013.6.26

10

20

30

40

50

　本発明において、「役物」とは、遊技領域内を流下する遊技球の運動に何らかの変化を
付与し得るように構成された任意の構成物を意味し、入賞口等の入賞機構を備えるものと
備えないものとをいずれも含意する。
【００１１】
　上記手段１の構成によれば、例えば可動体が排球位置まで移動してきて何らかの固定構
造物にバウンドするような構造となっている場合でも、遊技球が排出される際に球進路誘
導手段により遊技球が可動体と排出口とを跨ぐ体勢に保持されること、換言すれば、遊技
球が可動体と排出口とを跨ぐ体勢に保持されるようにその進路が誘導されつつ排出される
ことで、該可動体が遊技球によりロックされて排球位置に保持され、バウンド動作が抑止
される。即ち、遊技球が、排出される際にそのまま無条件に排出されるのではなく、可動
体と排出口とを跨ぐように位置して該可動体を排球位置にロックする「かんぬき」のよう
に機能する。このように遊技球自体に可動体の動きを抑止するように機能させながら該遊
技球を排出する構成とすることで、可動体の動きを抑止するための機構を別に必要とする
ことがなく、したがって簡略な構成によって可動体に所望の動作を容易かつ確実に行わせ
ることが可能な役物とすることができる。
【００１２】
　また、本発明に係る遊技機は、手段２として、手段１の遊技機において、
　前記球進路誘導手段が、前記可動体から漸次遠ざかる勾配を有する傾斜に沿って遊技球
を誘導するものであることを特徴とする。
【００１３】
　上記手段２の構成によれば、遊技球が傾斜に沿って誘導されながら排出されることで、
排出される際に無条件に排出されるのではなく前記可動体と前記排出口とを跨ぐ体勢に容
易かつ確実に保持されるようになっている一方、傾斜によって容易かつ確実に排出される
ようになっている。即ち、可動体のバウンド動作の抑止と遊技球の排出とがいずれも容易
かつ確実になされる構成となっている。
　また、球進路誘導手段の構成としては、例えば、弾性を有する突起物により遊技球を一
時的に可動体と排出口とを跨ぐ体勢に保持し、該突起物が弾性変形することによって遊技
球を排出するように誘導するようにした構成なども可能であるが、上記手段２の構成によ
れば、勾配を適宜な程度に設定することにより、遊技球を前記可動体と前記排出口とを跨
ぐ体勢に保持しつつ排出するように誘導する球進路誘導手段を構成することができ、した
がって、上記傾斜を有する構造物だけで球進路誘導手段を構成できるため球進路誘導手段
の構成をより簡略化できるとともに、劣化等も比較的に少ない球進路誘導手段とすること
ができる。
【００１４】
　また、本発明に係る遊技機は、手段３として、手段１または手段２の遊技機において、
　前記遊技球が前記排球位置にきたときに前記可動体に係合して該可動体を当該位置にロ
ックし、該可動体が別の遊技球を受容すると前記可動体から離脱してロックを解除する係
合手段を備えることを特徴とする。
【００１５】
　前述したように、遊技球が前記排球位置にきたときは可動体が遊技球によりロックされ
て排球位置に保持されるようになっているが、上記手段３のような係合手段を設けること
で、該遊技球が排出された後も、別の遊技球を受容するまでの間、可動体の動きを抑止し
ておくことができる。
【００１６】
　また、本発明に係る遊技機は、手段４として、手段１から手段３のいずれかの遊技機に
おいて、
　前記受球位置が排球位置よりも上方に位置し、可動体が遊技球の重さにより該受球位置
から排球位置まで移動する構成となっていることを特徴とする。
【００１７】
　上記手段４の構成によれば、遊技球の重さを利用して可動体を動作させる構成となって
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いることで、可動体を動作させるための動力源や該動力源による動力を伝達する機構を設
ける必要がなく、そのぶん可動体をより簡略に構成することができる。
【００１８】
　また、本発明に係る遊技機は、手段５として、手段４の遊技機において、
　前記可動体が、軸回りに回動することにより受球位置と排球位置との間を移動する構成
を有し、受球位置において回動方向側に重心が偏った体勢で遊技球を受容する遊技球保持
部を有することを特徴とする。
【００１９】
　上記手段５の構成によれば、回動方向側に重心が偏った体勢で遊技球を受容する構成と
することで、遊技球の重さが回動方向側にかかって可動体が回動方向側に確実かつ容易に
動作するようにすることができる。
【００２０】
　また、本発明に係る遊技機は、手段６として、手段５の遊技機において、
　前記遊技球保持部が、回動軸へむけて陥入する凹形状を有し、その内壁が、回動方向側
と反対側から該回動方向側へかけて湾曲面状に延びる形状となっていることを特徴とする
。
【００２１】
　上記手段６の構成によれば、湾曲面状に延びる内壁に沿って遊技球が回動方向側へ案内
され、これにより可動体が回動方向側により確実かつ容易に動作することができる。
【００２２】
　また、本発明に係る遊技機は、手段７として、手段４から手段６のいずれかの遊技機に
おいて、
　一方端が前記可動体に回動自在に軸支され、他方端が受球位置から排球位置へ落下し得
る揺動体を備えることを特徴とする。
【００２３】
　上記手段７の構成によれば、遊技球の重さを利用して可動体を動作させるのに加えて、
揺動体の自由端が落下する動作を利用することで、可動体をより効果的に動作させること
ができる。
【００２４】
　また、本発明に係る遊技機は、手段８として、手段７の遊技機において、
　前記揺動体を可動体に対し所定の角度をなす体勢に保持するスペーサを備えることを特
徴とする。
【００２５】
　上記手段８の構成によれば、揺動体が可動体に対し所定の角度をなす体勢、即ち、可動
体に重合する体勢ではなく可動体から所定の角度だけ離間した体勢に保持されることで、
自由端がより容易かつ確実に落下することができるようになっている。
【００２６】
　また、本発明に係る遊技機は、手段９として、手段１から手段８のいずれかの遊技機に
おいて、
　前記役物が、遊技球を外部に排出する毎に、複数の異なる外部排出位置に交互に振り分
けるようにして排出する構成を有し、
　遊技球が上記複数の外部排出位置のうちのいずれから排出されたかに応じて、遊技者に
とっての有利さの度合いが異なる複数の遊技状態に交互に移行するように構成されている
ことを特徴とする。
【００２７】
　役物が遊技球を振り分ける機能を有し、この振り分けに応じて遊技状態が移行するよう
に構成されている場合、例えば役物に前記のようなバウンド動作が生じると、役物の可動
体が所定の動作を行った後にバウンドにより動作前の位置まで戻ってしまい、その結果、
上記振り分けが秩序どおりに機能せず遊技状態が正しく移行しなくなって、遊技者にとっ
て有利あるいは不利な遊技状態が不適正に継続するといった事態を生じることがある。と
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ころが、上記手段９においては、前述の通りバウンド動作が抑止される構成とした手段１
ないし手段８に係る役物を備える構成となっているので、可動体が所定の動作を行った後
に動作前の位置まで戻ることがなく上記振り分けが秩序どおりに機能し、したがって遊技
状態が適正に移行するようになっている。
【００２８】
　以下、本発明の最良の形態について、図面を参照して詳述する。但し、本発明の実施に
際しては、本発明の主旨から逸脱しない限り適宜部分改変可能である。
【００２９】
（パチンコ機の正面構成）
　図１は本実施形態のパチンコ機１０の正面図であり、図２は外枠１１に対して内枠１２
と前面枠セット１４と、セット板４００を開放した状態を示す斜視図である。（但し、図
２では便宜上、遊技盤４面上の遊技領城内の構成〔釘、センター役物等〕を空白で示して
いるが、アウト口３６は描いてある）。
【００３０】
　図１および図２に示すように、パチンコ機１０は、当該パチンコ機１０の外殻を形成す
る外枠１１と、この外枠１１の一側部に開閉可能に支持された内枠１２とを備えている。
外枠１１は、木製の板材により全体として矩形状に構成され、小ネジ等の離脱可能な締結
具により各板材が組み付けられている。なお、外枠１１は、軽量化を図るために、樹脂や
アルミニウム等の軽金属により構成されていてもよい。内枠１２の開閉軸線はパチンコ機
１０の正面からみて遊技球発射ハンドル１８の設置箇所の反対側（図１のパチンコ機１０
の左側）で上下に延びるように設定されており、この開閉軸線を軸心にして内枠１２が前
方側に十分に開放できるようになっている。また、内枠１２は合成樹脂、具体的にはＡＢ
Ｓ（アクリロニトリルーブタジエンースチレン）樹脂から成る。こうすることで、粘性が
高く衝撃に強くでき、低コストで製造できるという利点が発揮される。
【００３１】
　前面枠セット１４及び内枠１２の構成を、図１～図４を用いて詳細に説明する。図３は
、パチンコ機１０の外枠１１から前面枠セット１４及び遊技盤４を取り外した状態を示す
背面図であり、図４は、その背面からの斜視図である。
【００３２】
　前面枠セット１４は、大別すると、その最下部に設けられた球受皿部分と、この球受皿
部分よりも上側の範囲に形成される窓枠部分と、を備えている。内枠１２は、左側の上下
方向の開閉軸線を軸心にして外枠１１に対して開閉自在に取り付けられ、後述する樹脂ベ
ース２０を備え、この樹脂ベース２０の前側に前面枠セット１４が取り付けられ、後側に
遊技盤４が取り付けられている。
【００３３】
　上記球受皿部分は、上記前面枠セット１４の下側部分に対してネジ等の締結具により固
定されている。この球受皿部分の前面側には、下皿１５と球抜きレバー１７と遊技球発射
ハンドル１８と灰皿２２とが設けられている。また、球受皿としての下皿１５は、後述の
上皿１９が満タンになった場合等に排出口より排出される遊技球を停留する機能を有して
いる。球抜きレバー１７は、下皿１５内の遊技球を抜くためのものであり、この球抜きレ
バー１７を図１で左側に移動させることにより、下皿１５の底面の所定箇所が開口され、
下皿１５内に停留された遊技球を下皿１５の底面の開口部分を通して遊技者の持球貯留箱
（ドル箱）に排出することができる。
【００３４】
　そして、遊技球発射ハンドル１８は、下皿１５よりも右方で手前側に突出するように配
設されている。遊技者による遊技球発射ハンドル１８の操作に応じて、遊技球発射装置３
８（図２及び図３）によって遊技球が遊技盤４の方へ打ち込まれるようになっている。遊
技球発射装置３８は、発射ソレノイドなどで構成されている。音出力口２４は、前面枠セ
ット１４の左右上端部位置に設けられたスピーカ（図示略）からの音を出力するための出
力口である。また、灰皿２２は下皿１５の左方に設けられている。灰皿２２は左右方向（
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水平方向）の軸線を軸心にして回動（例えば前方側に向けて前回り）するように設けられ
ている。
【００３５】
　なお、前面枠セット１４は、その大部分が内枠１２と同様、ＡＢＳ樹脂にて成形されて
いる。こうすることで、粘性が高く衝撃に強くでき、低コストで製造できる。特に、下皿
１５を形成する表面層と下皿１５の奥方の前面パネル部分とを難燃性のＡＢＳ樹脂にて成
形している。このため、この部分は燃えにくくなっている。
【００３６】
　また、前面枠セット１４は、図２に示すように、内枠１２に対して開閉可能に取り付け
られており、内枠１２と同様、パチンコ機１０の正面からみて左側に上下に延びる開閉軸
線を軸心にして前方側に開放できるようになっている。しかも前面枠セット１４は内枠１
２の外側壁（リブ）１２ｂ内に嵌まり込むようにして取り付けられている。つまり、この
前面枠セット１４の側面の少なくとも一部が内枠１２の外側壁（リブ）１２ｂ内に嵌まり
込むようにして取り付けられているので、内枠１２と前面枠セット１４との隙間から異物
（針状あるいは薄板状等のものであって、具体的には針金、ピアノ線、セルロイド板等）
を差し入れるなどの不正行為を防止できるようになっている。また、前面枠セット１４は
、内枠１２と同様に、合成樹脂、具体的にはＡＢＳ樹脂により構成されているので、粘性
が高く衝撃に強くでき、低コストで製造できる。
【００３７】
　一方、上記前面枠セット１４の球受皿部分のうち上述の下皿１５の上方位置には、遊技
球の受皿としての上皿１９（図１参照）が前面枠セット１４と一体的に設けられている。
この上皿１９は、遊技球を一旦貯留し、一列に整列させながら遊技球発射装置３８の方へ
導出するための球受皿である。この上皿１９も下皿１５と同様、表面層が難燃性のＡＢＳ
樹脂にて成形される構成となっている。
【００３８】
　図３、図４に示すように、内枠１２は、外形が矩形状の樹脂ベース２０を主体に構成さ
れており、樹脂ベース２０の中央部には略円形状の窓孔２１が形成されている。
　そして、樹脂ベース２０の後側には遊技盤４が着脱可能に装着されている。遊技盤４は
四角形状の合板よりなり、その周縁部が樹脂ベース２０（内枠１２）の裏側に当接した状
態で取着されている。従って、遊技盤４の前面部の略中央部分が樹脂ベース２０の窓孔２
１を通じて内枠１２の前面側に露出した状態となっている（図２では遊技盤４のアウト口
３６が示されている）。そして、ここでは、遊技盤４の前記内枠１２の外枠１１に対する
枢着部（パチンコ機１０の正面からみて左側に上下に延びる開閉軸線を軸心にした枢着）
に近いコーナー（隅）が、略三角形状に角落ち（切り欠き）されている。
【００３９】
　また、遊技盤４には、図５に示すように、遊技球発射装置３８から発射された遊技球を
遊技盤４上部へ案内するためのガイドレール５０が取り付けられており、遊技球発射ハン
ドル１８の回動操作に伴い発射された遊技球はガイドレール５０を通じて所定の遊技領域
に案内されるようになっている。ガイドレール５０は、遊技球の飛翔をより滑らかなもの
とするべく、つまり遊技球の摩擦抵抗を少なくするべく、長尺状をなすステンレス製の金
属帯としての摺動プレートにて構成されており、内外二重のリング状をなすように形成さ
れた内レール５１と外レール５２とを有する。なお、ガイドレール５０は、樹脂成型品で
もよく、フッ素樹脂を添加して成形することが好ましく、これによって遊技球の摩擦抵抗
を少なくできる。内レール５１は上方の約１／４ほどを除いて略円環状に形成され、一部
（主に左側部）か内レール５１に向かい合うようにして外レール５２が形成されている。
かかる場合、内レール５１と外レール５２とにより誘導レールが構成され、これら各レー
ル５１、５２が所定間隔を隔てて並行する部分（向かって左側の部分）により球案内通路
が形成されている。なお、球案内通路は、遊技盤４との当接面を有した溝状、すなわち手
前側を開放した溝状に形成されている。
【００４０】
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　内レール５１の先端部分には戻り球防止部材５３が取着されている。これにより、一旦
、内レール５１および外レール５２間の球案内通路から遊技盤４の上部へと案内された遊
技球が再度球案内通路内に戻ってしまうといった事態が防止されるようになっている
【００４１】
　遊技盤４の右下隅部は、証紙（例えば製造番号が記載されている）等のシールやプレー
トを貼着するためのスペースとなっている。遊技盤４に証紙等のシールを貼着することで
、遊技盤４と証紙との一義性を持たせることができる。
【００４２】
　次に、遊技領域について説明する。遊技領域は、ガイドレール５０の内周部（内外レー
ル）により略円形状に区画形成されている。本実施形態では、遊技領域を、パチンコ機１
０の正面から見て、内レール５１および外レール５２によって囲まれる領域のうち、内外
レール５１，５２の並行部分である誘導レールの領域を除いた領域としている。従って、
遊技領域と言った場合には誘導レール部分は含まないため、遊技領域の向かって左側限界
位置は外レール５２によってではなく内レール５１によって特定される。同様に、遊技領
域の向かって右側限界位置は内レール５１によって特定される。また、遊技領城の下側限
界位置は遊技盤４の下端位置によって特定される。また、遊技領域の上側限界位置は外レ
ール５２によって特定される。
【００４３】
　前記樹脂ベース２０において、窓孔２１（遊技盤４）の下方には、遊技球発射装置３８
より発射された直後に遊技球を案内するための発射レールが取り付けられている。発射レ
ールは、その後方の金属板を介して樹脂ベース２０に取付固定されており、所定の発射角
度（打ち出し角度）にて直線的に延びるよう構成されている。従って、遊技球発射ハンド
ル１８の回動操作に伴い発射された遊技球は、まずは発射レールに沿って斜め上方に打ち
出され、その後前述した通りガイドレール５０の球案内通路を通じて所定の遊技領域に案
内されるようになっている。
【００４４】
　また、発射レールとガイドレール５０（誘導レール）との間には所定間隔の隙間があり
、この隙間より下方にファール球通路が形成されている。従って、仮に、遊技球発射装置
３８から発射された遊技球が戻り球防止部材５３まで至らずファール球として誘導レール
内を逆戻りする場合には、そのファール球がファール球通路を介して下皿１５に排出され
る。
【００４５】
　なお、詳しい図面の開示は省略するが、遊技球発射装置３８には、前面枠セット１４側
の球出口（上皿１９の最下流部より通じる球出口）から遊技球が１つずつ供給される。ま
た、遊技球発射装置３８には打球槌が設けられ、軸部を中心とする打球槌の回動に伴い遊
技球が発射される。
【００４６】
　図２中の符号４９は上皿１９に通ずる排出口であり、この上皿排出口４９を介して遊技
球が上皿１９に排出される。この上皿排出口４９には、略水平方向の回転軸を軸心として
略水平状態と略垂直状態とに変位する開閉式のシャッタが取り付けられている、前面枠セ
ット１４を内枠１２から開放した状能（図２の状態）では、バネ等の付勢力によりシャッ
タが略水平状態から略垂直状態となり、上皿排出口４９から遊技球がこぼれ落ちないよう
にこの上皿排出口４９を閉鎖する。また、前面枠セット１４を閉鎖した状態では、当該前
面枠セット１４の裏面に設けられた球通路樋６９（図２参照）によりシャッタが押し開け
られて略水平状態になり、上皿排出口４９の方へ排出された遊技球はもれなく球通路樋６
９を通って上皿１９に排出されるようになる。従って、本パチンコ機１０においては、前
面枠セット１４の開放に際し払出通路内等の遊技球がパチンコ機１０外にこぼれ落ちてし
まうといった不都合が防止できるようになっている。
【００４７】
　図１に示すように、樹脂ベース２０には、窓孔２１の右下部に楕円形状の小窓２３が設
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けられている。従って、遊技盤４の右下隅部に張られた証紙などのシール（図示省略）は
、この小窓２３を通じて視認できるようになっている。また、この小窓２３からシール等
を貼り付けることも可能となっている。
【００４８】
　また、図４に示すように、内枠１２の左端部には、前面枠セット１４の支持機構として
、支持金具８１，８２が取り付けられている。上側の支持金具８１には図の手前側に切欠
を有する支持孔８３が設けられ、下側の支持金具８２には鉛直方向に突出した突起軸（図
外）８４が設けられている。
【００４９】
　図２に示すように、内枠１２の上側には、前面枠セット１４が内枠１２に対して開かれ
たことを検出する前面枠セット開検出スイッチ９０が設けられている。前面枠セット１４
が開かれると、前面枠セット開検出スイッチ９０からホール内（パテンコ店内）用コンピ
ュータヘ出力されるようになっている。また、前面枠セット１４が閉じられると、前面枠
セット１４の金属製の補強板が、内枠１２の一対の金具に接触するようになっており、前
面枠セット１４のアースが確保されている。
【００５０】
　ここで、前述した前面枠セット１４について、図１および図２を参照しつつより詳細に
説明する。前面枠セット１４には前記遊技領域のほとんどを外部から視認することができ
るよう略楕円形状の窓部２５が形成されている。詳しくは、窓部２５は、その左右側の略
中央部が、上下側に比べて比較的緩やかに湾曲した形状となっている。なお、前記略中央
部が直線状になるようにしてもよい。
【００５１】
　また、パチンコ機１０の正面から見て窓部２５の左端と前面枠セット１４の左端との間
の最短距離（いわゆる左側部フレーム部分の左右幅）、すなわち開閉軸線側のフレーム幅
は、前面枠セット１４自体の強度および支持強度を高めるために比較的大きく設定されて
いる。この場合、図１および図５を相互に比較すると明らかなように、前面枠セット１４
が閉じられた状態において、外レール５２の左端部はもちろん、内レール５１の左端部も
前記左側部フレーム部分によって覆い隠される。つまり、誘導レールの少なくとも一部が
、パチンコ機１０の正面からみて前面枠セット１４の左側部フレーム部分と重複し覆い隠
される。このように遊技球が一時的に視認困難となったとしても、それは、遊技球が遊技
領域に案内される通過点に過ぎず、遊技者が主として遊技を楽しむ遊技領城において遊技
球が視認困難となるわけではない。そのため、実際の遊技に際しては何ら支障が生じない
。また、このような支障が生じない一方で、前面枠セット１４の十分な強度および支持強
度が確保可能となっている。
【００５２】
　加えて、前面枠セット１４にはその周囲（例えばコーナー部分）に、演出装置７００の
一つとして、各種ランプ等の発光手段が設けられている。これら発光手段は、後述する昼
間型遊技状態ないし夜間型遊技状態時や羽根開放時等における遊技状態の変化に応じて点
灯、点滅のように発光態様が変更制御され遊技中の演出効果を高める役割を果たすもので
ある。例えば、窓部２５の周縁には、ＬＥＤ等の発光手段を内蔵した電飾部３０が左右対
称に設けられ、パチンコ機１０の最上部には、同じくＬＥＤ等の発光手段を内蔵した中央
電飾部１３１が設けられている。本パチンコ機１０では、中央電飾部１３１が遊技状態を
報知するランプとして機能し、所定の遊技状態時に点灯や点滅を行うことにより、所定の
遊技状態中であることを報知する。さらに、上皿１９周りにも、同じくＬＥＤ等の発光手
段を内蔵した上皿電飾部３３が設けられている。その他、中央電飾部１３１の左右側方に
は、賞球払出し中に点灯する賞球ランプ１３２が設けられている。また、電飾部３０の下
端部に隣接するようにして、内枠１２表面や遊技盤４表面等の一部を視認できるよう透明
樹脂からなる小窓が設けられている。この小窓は平面状とし、遊技盤４の右下隅部に貼り
付けられた証紙などを、小窓の当該平面状箇所から機械で好適に読み取ることができる。
更に、遊技領域内にも、役物用、入賞口用等の電飾ランプ、ＬＥＤが存在するが、こうし
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た発光手段も演出装置となる。
【００５３】
　また、窓部２５の下方には貸球操作部が配設されており、貸球操作部には球貸しボタン
と、返却ボタンと、度数表示部とが設けられている。パチンコ機１０の側方に配置された
図示しないカードユニット（球貸しユニット）に紙幣やカード等を投入した状態で貸球操
作部が操作されると、その操作に応じて遊技球の貸出が行われる。球貸しボタンは、カー
ド等（記録媒体）に記録された情報に基づいて貸出球を得るために操作されるものであり
、カード等に残額が存在する限りにおいて貸出球が上皿１９に供給される。返却ボタンは
、カードユニットに挿入されたカード等の返却を求める際に操作される。度数表示部はカ
ード等の残額情報を表示するものである。なお、カードユニットを介さずに球貸し装置部
から上皿に遊技球が直接貸し出されるパチンコ機、いわゆる現金機では貸球操作部が不要
となる。故に、貸球操作部の設置部分に、飾りシール等が付されるようになっている。こ
れにより、カードユニットを用いたパチンコ機と現金機との貸球操作部の共通化が図れる
。
【００５４】
　また、図１に示すように、前面枠セット１４の左側を前面側（図１の紙面手前側）に必
要以上に突出しないようにしている。こうすることで、パチンコ機１０の左側に設けられ
たカードサンドの球貸し装置から直接に上皿１９に遊技球を貸し出す際に、当該球貸し装
置のノーズ部（いわゆる象の鼻）の先端排出口を好適に上皿１９の上方位置に位置させる
ことができ、当該球貸し装置のノーズ部から貸し出される遊技球を上皿１９で受けること
かできる。
【００５５】
　次に、図５ないし図７を用いて遊技盤４の構成を説明する。図５は遊技盤４の構成を示
す正面図、図６および図７は遊技盤４の裏面側の構成を示す背面図である。
【００５６】
　遊技盤４は、図５に示すように、遊技領域内に、多数の釘が植設されるとともに、風車
や以下に挙げるような各種入賞装置等が配置されて構成されている。遊技領域の中央には
、後に詳述するセンター役物４１が配置され、該センター役物４１には天入賞口４２およ
び中上入賞口４３が形成されている。該センター役物４１の左右には、盤面から前方に突
出し上方が開口していて遊技球を内部の入球口に案内する受け部、遊技盤に穿設され上記
受け部に案内された遊技球が入球する入球口（図示せず）、遊技球の入球を検知する入球
センサ（図示せず）等から構成される左上入賞装置４４および右上入賞装置４５がそれぞ
れ配置されている。上記センター役物４１の下には、中央入賞装置４６が配置され、該中
央入賞装置４６は、一対の可動翼が左右両側に回動して開閉し、遊技球が両可動翼の間を
経て入球口に導入されるように構成された、チューリップと称される可変入賞装置となっ
ており、前面には「太陽」を模した装飾が施されている。該中央入賞装置４６の直上には
３本の釘が三角形状に寄せて配置されており、可動翼が閉じている状態ではこれら釘に阻
止されて遊技球が該中央入賞装置４６に入球し得ないようになっている。該中央入賞装置
４６の下には、上下に２つの中下入賞装置４７Ａ、４７Ｂが並置するように配置され、上
側の中下入賞装置（以下、上段側中下入賞装置とも称す）４７Ａは基本的に前記左上入賞
装置４４ないし右上入賞装置４５と同様の構成を有する入賞装置となっており、下側の中
下入賞装置（以下、下段側中下入賞装置とも称す）４７Ｂは前記中央入賞装置４６と同様
の構成を有する可変入賞装置となっている。上記下段側中下入賞装置４７Ｂは、可動翼が
閉じている状態では上段側中下入賞装置４７Ａにより閉塞されて遊技球が入球し得ない体
勢となるように該上段側中下入賞装置４７Ａの直下に近接して配置され、また上段側中下
入賞装置４７Ａと下段側中下入賞装置４７Ｂとは同一の部品内に一体的に形成されている
。上記中下入賞装置４７Ａ、４７Ｂの右上方には、上下に２つの右下入賞装置４８Ａ、４
８Ｂが並置するように配置され、該右下入賞装置４８Ａ、４８Ｂの右上方には、上下に２
つの右中入賞装置４９Ａ、４９Ｂが並置するように配置されている。上記中下入賞装置４
７Ａ、４７Ｂの左上方には、上下に２つの左下入賞装置５５Ａ、５５Ｂが並置するように
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配置され、該左下入賞装置５５Ａ、５５Ｂの左上方には、上下に２つの左中入賞装置５６
Ａ、５６Ｂが並置するように配置されている。上記中下入賞装置４７Ａ、４７Ｂ、右下入
賞装置４８Ａ、４８Ｂ、右中入賞装置４９Ａ、４９Ｂ、左下入賞装置５５Ａ、５５Ｂなら
びに左中入賞装置５６Ａ、５６Ｂの５対の入賞装置は、丸形の遊技領域の下縁に沿って円
弧状に延びる列をなすように配置され、これら５対の入賞装置の構成はいずれも基本的に
同様となっている。ただし、これら５対の入賞装置のうち、左端の左中入賞装置５６Ａ、
５６Ｂに限っては、下側の入賞装置（以下、下段側左中入賞装置とも称す；他の入賞装置
においても同様）５６Ｂの前面に「星」を模した装飾が施されており、これ以外の４対の
入賞装置のそれぞれにおける下側の入賞装置、即ち下段側中下入賞装置４７Ｂ、下段側右
下入賞装置４８Ｂ、下段側右中入賞装置４９Ｂならびに下段側左下入賞装置５５Ｂは前記
中央入賞装置４６と同様に前面に「太陽」を模した装飾が施されている。
【００５７】
　遊技領域の下端部にはアウト口３６が設けられており、上記各種入賞装置等に入球しな
かった遊技球はこのアウト口３６を通って図示しない球排出路の方へと案内されるように
なっている。
【００５８】
　上記遊技盤４の裏面側には、図６に示すように、制御基板、ＬＥＤ基板等の各種基板が
配置されている。上記センター役物４１の裏面側には、後述するＬＥＤ基板４１５、セン
ターランプ中継端子板４３１Ｈおよびセンター中継基板４３１Ｌが配置され、上記センタ
ー役物４１の左右には、前記左上入賞装置４４および右上入賞装置４５のそれぞれの裏側
に、前方に光を照射するための左上ＬＥＤ基板４４Ｓおよび右上ＬＥＤ基板４５Ｓが配置
されている。上記センター役物４１の後方には、遊技盤上に設置されたＬＥＤランプに接
続される盤面ランプ中継端子板２１１が、該センター役物４１の右下部（図６上では左下
部）に端部が一部重なるようにして配置されている。さらに、該盤面ランプ中継端子板２
１１の後方には、前記左上ＬＥＤ基板４４Ｓおよび右上ＬＥＤ基板４５Ｓを両端部で覆う
ように横長に延びるサブ制御基板２１２が配置され、該サブ制御基板２１２の右下の隅部
（図６上では左下の隅部）にはサブ中継端子板２１３が配置されている。上記サブ制御基
板２１２およびサブ中継端子板２１３は、図７に示す概略横長の直方体形状のサブ制御基
板ケース２１２Ｃに収容されている。図６に示すように、遊技盤４の裏面において、前記
サブ制御基板２１２の左右には、縦長に延びる左側ＬＥＤ基板２１４Ｌおよび右側ＬＥＤ
基板２１４Ｒがそれぞれ配置されており、図５に示す遊技領域における左右両側縁にそれ
ぞれ設けられた左側装飾部６１Ｌおよび右側装飾部６１Ｒにおいて前方に光を照射するよ
うになっている。上記遊技盤４の裏面側の下部には、図６に示すように、前記中央入賞装
置４６、中下入賞装置４７Ａ、４７Ｂ、右下入賞装置４８Ａ、４８Ｂ、右中入賞装置４９
Ａ、４９Ｂ、左下入賞装置５５Ａ、５５Ｂならびに左中入賞装置５６Ａ、５６Ｂのそれぞ
れの裏側に、前方に光を照射するための中央ＬＥＤ基板４６Ｓ、中下ＬＥＤ基板４７Ｓ、
右下ＬＥＤ基板４８Ｓ、右中ＬＥＤ基板４９Ｓ、左下ＬＥＤ基板５５Ｓならびに左中ＬＥ
Ｄ基板５６Ｓが配置されている。上記中央ＬＥＤ基板４６Ｓ、中下ＬＥＤ基板４７Ｓおよ
び右下ＬＥＤ基板４８Ｓのほぼ中間の位置には、盤面中継端子板２１５が配置されている
。さらに、該盤面中継端子板２１５の後方には、横長に延びる主制御基板２１６が配置さ
れ、該主制御基板２１６の右端（図６上では左端）に隣接して、電源監視基板２１７が配
置されている。上記主制御基板２１６および電源監視基板２１７は、図７に示す概略横長
の直方体形状の主制御基板ケース２１６Ｃに収容されている。
【００５９】
（特徴構成）
　センター役物４１は、図５および図８に示すように、上端部を除き正面視概略丸形状で
あって、遊技領域中央部のやや広い面積を占める最も大型の役物となっており、図９ない
し図１１に示すように、いずれもほぼ対応する概略丸形の外形を有する前側部材４１１、
中間部材４１２および後側部材４１３の３つの部材を前側からこの順に重合してなる構造
体を有し、この構造体の各部位に可動部材や装飾部材等の多数の部材が取り付けられて構
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成されている。
【００６０】
　図１０および図１１に示すように、上記前側部材４１１は、センター役物４１の前側部
を包囲する正面視概略円環状で、前後方向に所定の奥行を有する周壁をなす枠状の部材と
なっている。上記周壁の上端部は比較的に平坦な周面（それ以外の部位よりも曲率の小さ
い周面）となっており、前側端縁にはガイドレールが設けられ、遊技球が転動する転動面
４１１Ｓを構成している。上記周壁の前側端縁には、全周にわたり不定の間隔をおいて、
中央へむけて細長く突出する装飾用の複数の突起４１１Ｐが形成され、これら突起４１１
Ｐのうち下端部のいくつかは別体として成形されて上記前側部材４１１の周壁の前側端縁
に取り付けられ、それ以外のものは該周壁の前側端縁に一体的に形成されている。上記周
壁の後側端縁には、複数箇所に、後方へ円柱状に突出し内部にネジ孔が形成された螺入部
４１１Ｒが形成されている。上記前側部材４１１の外周面には、全周にわたって、装飾を
なすように不定形に放射状に延出するフランジ４１１Ｆが形成され、該フランジ４１１Ｆ
に穿設されたネジ挿通孔でセンター役物４１が遊技盤面上にネジにより固定されるように
なっている。
【００６１】
　上記前側部材４１１のフランジ４１１Ｆは、図８にも示すように、上端部で最も大きく
延出して上端フランジ４１１Ｔを形成している。該上端フランジ４１１Ｔには下端縁中央
から上側へ拡がる切欠が形成され、したがって該上端フランジ４１１Ｔは全体として前側
部材４１１の周壁の上端部から上方へ概略ループ状に延出する形状となっている。該上端
フランジ４１１Ｔの上部中央には入球口が穿設され、図９および図１１にも示すように、
該入球口に対応して、該上端フランジ４１１Ｔの裏側には、正面視Ｕ字状で後方へ延びる
溝部４１１Ｇが形成され、該上端フランジ４１１Ｔの表側には、前方に突出し上方が開口
していて遊技球を上記入球口に案内する受け部４１１Ｅが設けられており、これにより前
記天入賞口４２が構成されている。
【００６２】
　上記中間部材４１２は、図１０および図１１に示すように、前記前側部材４１１にほぼ
対応する、上端部がやや大きく延出する正面視概略円形の外周形状を有し、中央に円形状
の開口４１２Ｓが形成された概略円板状の部材となっている。該中間部材４１２は主とし
て、センター役物４１の外周部を構成する前記前側部材４１１と、センター役物４１の中
央部に配置される後述のドラム４１４との間の円環状（ドーナツ状）のスペースを背面側
から閉塞する背板として機能する。該中間部材４１２は透明樹脂よりなり、表側面および
裏側面のほぼ全面に多数の凹凸が連続的に形成されており、後述するＬＥＤ基板４１５か
ら照射された光を拡散させながら前方に透過させるようになっている。該中間部材４１２
の表側面における下部の左右２箇所には、靴を履いた足の形状を模した装飾部材４１６が
それぞれ固定され、該中間部材４１２の右側部、左側部、右上側部および左上側部の４箇
所には、左右両手の形をそれぞれ模した左右の可動装飾部材（以下、手形可動装飾部材と
も称す）４１７Ｒ、４１７Ｌならびに鉦（チャイム）の形をそれぞれ模した左右の可動装
飾部材（以下、鉦形可動装飾部材とも称す）４１８Ｒ、４１８Ｌの４個の可動装飾部材が
それぞれ連結される操作棒４１９Ｒ、４１９Ｌ、４２０Ｒ、４２０Ｌを挿通する長孔４２
１がそれぞれ形成されている。該中間部材４１２における上端の延出部は、前記前側部材
４１１における上端フランジ４１１Ｔの切欠を通して前方に露出し、この露出部の下端中
央には前記中上入賞口４３が形成されている。該中間部材４１２の最上端部（頂部）には
、Ｕ字形状の凹部４１２Ｒが形成されており、該凹部４１２Ｒ内に前記前側部材４１１の
溝部４１１Ｇが嵌入するようになっている。該中間部材４１２の外周部には、後方に延出
する周壁が形成されてセンター役物４１の外周面の一部（中間部）を構成しているととも
に、前記前側部材４１１の複数の螺入部４１１Ｒにそれぞれ対応する位置に、該螺入部４
１１Ｒを挿通する挿通孔が内部に形成された係止部４２２がそれぞれ形成されている。
【００６３】
　上記後側部材４１３は、前記前側部材４１１にほぼ対応する、上端部がやや大きく延出
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する正面視概略円形の外周形状（即ち前記中間部材４１２とほぼ同様の外周形状）を有す
る概略円板状の部材であり、ドラム４１４、ＬＥＤ基板４１５等の種々の部品が支持固定
される支持部材として機能するとともに、後述するように遊技球をドラム４１４内に導入
しかつ該ドラム４１４から排出された遊技球を外部へ案内する機能も有するものとなって
いる。該後側部材４１３の中央には、ドラム４１４の一部を嵌合させて固定する概略半円
形状の嵌合孔４１３Ｓが穿設されている。該嵌合孔４１３Ｓの下方には、後述する球排出
部４１３Ｅが形成され、該嵌合孔４１３Ｓの上方には、図９に示すように、後述する係合
片４２３が保持されている。該後側部材４１３の右側部、左側部、右上側部および左上側
部の４箇所には、前記中間部材４１２の４つの長孔４２１に対応する長孔４２４がそれぞ
れ形成されている。該後側部材４１３における前側面の上部中央には、前記中間部材４１
２の中上入賞口４３に連通し下方へ延びる球誘導路４１３Ｐが形成されている。該後側部
材４１３の最上端部（頂部）には、Ｕ字形状の凹部４１３Ｒが形成されており、該凹部４
１３Ｒは前記前側部材４１１の溝部４１１Ｇに連通して、前記天入賞口４２に入球した遊
技球を後方に案内するようになっている。該後側部材４１３の前側面には、左右２つの分
割体から分割構成され、全体として中央部が概略円形に開口した概略円板状のＬＥＤ基板
４１５が支持固定され、該ＬＥＤ基板４１５の前側面には多数のＬＥＤ（図示省略）が搭
載されていて前方に光を照射するようになっている。該後側部材４１３の右下部および左
下部には、上記ＬＥＤ基板４１５を外部に配線するハーネス（図示省略）を挿通する挿通
口４１３Ｄがそれぞれ穿設されている。該後側部材４１３における後側面の右上部および
左上部にはそれぞれソレノイド４２５Ｒ、４２５Ｌがそれぞれ配置固定され、該ソレノイ
ド４２５Ｒ、４２５Ｌにより、アームを介して前記操作棒４１９Ｒ、４１９Ｌ、４２０Ｒ
、４２０Ｌが前記中間部材４１２および後側部材４１３の長孔４２１、４２４内でそれぞ
れ往復動するように駆動され、これにより前記手形可動装飾部材４１７Ｒ、４１７Ｌおよ
び鉦形可動装飾部材４１８Ｒ、４１８Ｌの４個の可動装飾部材が揺動するようになってい
る。また、前記球誘導路４１３Ｐの途上には、該球誘導路４１３Ｐ内を通過する遊技球を
検知する入球センサ４２６が設置され、前記球排出部４１３Ｅの下端部には、該球排出部
４１３Ｅから排出される遊技球を検知する排球センサ４２７が設置され、さらに、前記球
誘導路４１３Ｐの直上、即ち前記天入賞口４２と中上入賞口４３との間の位置には、遊技
球を磁気により不正に入賞口に誘導する不正行為を検知する磁気センサ４３０が設置され
ている。該後側部材４１３の外周部には、前方に延出する周壁が形成されてセンター役物
４１の外周面の一部（後側部）を構成しているとともに、前記前側部材４１１の複数の螺
入部４１１Ｒにそれぞれ対応する位置に、ネジ挿通孔が形成されたネジ止め部４２８がそ
れぞれ形成されており、前側部材４１１、中間部材４１２および後側部材４１３を前側か
らこの順に重合した状態で、上記ネジ止め部４２８を通して後側からネジを前側部材４１
１の螺入部４１１Ｒに螺入することにより、これら３部材が固定されるようになっている
。
【００６４】
　上記後側部材４１３の裏面側において、ソレノイド４２５Ｒ、４２５Ｌにより操作棒４
１９Ｒ、４１９Ｌ、４２０Ｒ、４２０Ｌが駆動される機構の動作スペースは、裏側カバー
４２９により覆われるようになっている。該裏側カバー４２９は、上記後側部材４１３の
概略円形の正面形状において、中央よりやや下方の高さ位置と上端よりやや下方の高さ位
置との間の帯域の形状に対応する、両側縁が円弧状に湾曲した概略台形の正面形状を有し
、かつ上記ソレノイド４２５Ｒ、４２５Ｌ、操作棒４１９Ｒ、４１９Ｌ、４２０Ｒ、４２
０Ｌ、アームの駆動軸等を含んで構成される駆動機構を包含し得る厚さ（奥行）を有し、
前面側が開放されていて上記駆動機構を裏側から覆うカバーとなっている。該裏側カバー
４２９の下端面には、前記後側部材４１３の球排出部４１３Ｅに対応する概略直方体状の
突出部４２９Ｅが一体的に形成されており、該突出部４２９Ｅが、ドラム４１４から排出
された遊技球を外部へ案内する排球通路の後側部を構成している（即ち遊技球の排出口を
後側から覆う部材となっている）。該裏側カバー４２９の背面には、前記ＬＥＤ基板４１
５およびソレノイド４２５Ｒ、４２５Ｌに接続されるセンターランプ中継端子板４３１Ｈ
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と、入球センサ４２６、排球センサ４２７および磁気センサ４３０に接続されるセンター
中継基板４３１Ｌとの２枚の基板が上下に配置されている。該センター中継基板４３１Ｌ
にはさらに、遊技機を揺らしてセンター役物４１を強制的に作動させる（具体的には後述
する回転体４３２を強制的に回転させる）といった不正行為を検知する振動センサ（図示
省略）が搭載されている。
【００６５】
　上記ドラム４１４は、図１２および図１３に示すように、前面側が開放され、前方から
回転体４３２が内部に収容されるように構成された、正面視円形で一定の奥行を有する内
槽４１４Ｎを内部に備え、外周部が円筒形の周壁４１４Ｐで覆われた部材となっており、
前側の周縁部は時計の文字盤を模した装飾形状を有するように成形されている。上記周壁
４１４Ｐの上端部および下端部はそれぞれ、遊技球の案内経路を回避するよう、後側端縁
から方形状に切欠いた形状となっている。上記内槽４１４Ｎの背面における中央には、回
転体４３２の回転軸を内部に回転自在に支承する円柱状の軸受突起４１４Ｅが後方に突出
するように一体的に形成され、該軸受突起４１４Ｅの根幹部（立ち上がり部）には、この
部分を上方から覆うようにして、下縁が直線で上縁が円弧状の正面視半円形（扇形）の段
状突起４１４Ｓが一体的に形成されている。該段状突起４１４Ｓは前記後側部材４１３の
嵌合孔４１３Ｓに対応し、該段状突起４１４Ｓの内部には、内槽４１４Ｎの内奥面から、
上側半分の半円状に延びる規制溝（図示省略）が穿設されている。上記内槽４１４Ｎの背
面における右上部、左上部および下端部の３箇所には、内部にネジ孔を有し円柱状に突出
する螺入部４１４Ｂがそれぞれ形成され、上端よりやや下方の左右２箇所には、上記螺入
部４１４Ｂとほぼ同様の構成を有する、前記係合片４２３取付用の螺入部４１４Ｒがそれ
ぞれ形成されている。上記内槽４１４Ｎの上端部には入球口４１４Ｈが穿設されており、
上方に位置する前記球誘導路４１３Ｐに連通しているとともに、該入球口４１４Ｈは内槽
４１４Ｎの上面から背面にかけて穿設されており、前記係合片４２３の動作スペースを確
保するための切欠ともなっている。上記内槽４１４Ｎの下端部には、下面から背面にかけ
て、排球口４１４Ｌが穿設されている。
【００６６】
　上記ドラム４１４は、図１０および図１１に示すように、前記中間部材の開口４１２Ｓ
に前側から嵌挿され、前記後側部材４１３の嵌合孔４１３Ｓに段状突起４１４Ｓを嵌入す
るようにして該後側部材４１３の前側面に当接させ、該後側部材４１３の後側から螺入部
４１４Ｂにネジを螺入することにより該後側部材４１３に固定される。
【００６７】
　上記回転体４３２は、図１２および図１３に示すように、前記ドラム４１４の内槽４１
４Ｎの内部形状に対応する円盤状の部材となっており、円板の一方面において、中央に回
転軸が連結される円柱状の軸支持部４３２Ａが突設され、該軸支持部４３２Ａに隣接する
位置に、該円板面に対し垂直な体勢となるように規制ピン４３２Ｐが支持固定され、該規
制ピン４３２Ｐの先端部は前記ドラム４１４の内槽４１４Ｎの規制溝に嵌入して該規制溝
内を往復動し、これにより回転体４３２が図中の矢印Ａ１に示すようにほぼ上側半分の半
円に相当する角度範囲内でのみ円運動（回転）し得るように規制されるようになっている
。なお、該規制溝は半円をなすように（即ち１８０°の範囲にわたって）延びているが、
規制ピン４３２Ｐの移動範囲は、該規制ピン４３２Ｐの径のぶんだけ、該規制溝の両端よ
りも内側寄りの範囲内に制限されて小さくなっており、したがってこの角度範囲は、厳密
には１８０°よりも小さい角度範囲（本実施形態では約１５０～１６０°程度の角度範囲
）となっている。円板の外周縁より若干内側には周壁４３２Ｄが形成され、該周壁４３２
Ｄ上において、ほぼ対向する位置にある２点すなわち回転体４３２の回転方向において互
いに１８０°（厳密には約１７０°程度）離れた２点の位置には、中央にむかって陥入し
た形状を有し遊技球が収容される球収容部４３２Ｒ、４３２Ｌがそれぞれ形成されている
。
【００６８】
　上記回転体４３２を構成する円板において、周壁４３２Ｄが形成された面とは反対側の
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面には、回転体４３２の半分にほぼ等しい半円形状のフリップ４３２Ｆが取り付けられて
いる。該回転体４３２の当該面上の周縁部において、前記球収容部４３２Ｒ、４３２Ｌの
形成位置を結ぶ直線に直交する直径上にある２点の位置には、回転体４３２の径方向に延
びる軸挿通孔を内部に有する軸支突起４３２Ｂがそれぞれ突設されており、上記フリップ
４３２Ｆは、直線状の辺縁（回転体４３２の直径に重なる辺縁）に沿って軸ピン４３２Ｇ
が挿通され、該軸ピン４３２Ｇの両端が上記軸支突起４３２Ｂにそれぞれ軸支されること
により、回転体４３２に回動自在に保持されている。さらに、上記軸支突起４３２Ｂの両
側（回転体４３２の周方向に沿って並ぶ両側）には、該軸支突起４３２Ｂから両側へ離れ
るにつれ突出高さが漸次大きくなる傾斜を有するスペーサ４３２Ｓがそれぞれ形成されて
おり、上記フリップ４３２Ｆは、該スペーサ４３２Ｓが介在することにより、図９に示す
ように回転体４３２の面上から所定の小角度だけ浮き上がった体勢に保持されるようにな
っている。上記回転体４３２の表面およびフリップ４３２Ｆの両面には、後述するように
所定の図柄が表示されている。
【００６９】
　上記回転体４３２は、図９に示すように、前記ドラム４１４の内槽４１４Ｎの内部に（
前述の通り１８０°よりやや小さい角度範囲内で）回転自在に保持されている。また、前
記後側部材４１３には、該回転体４３２の上端部に対応する位置に、所定の取付部材（図
示省略）を介して前記係合片４２３が取り付けられている。該係合片４２３は、左右方向
に架設された軸４２３Ａを中心として回動自在に軸支されている。このとき、該係合片４
２３において、該軸４２３Ａより前側の部分は後側の部分に比してより長く延出するがよ
り軽量となるように（即ち後側の部分が図９に示すように側面視三角状に折り返した形状
とすることで比較的に重量が大となるように）成形されており、本来は後側部分が重みに
より下方に向かうように、前側部分が上方に向かうように傾斜する方向に荷重がかかるが
、前記取付部材に一体的に形成された横架部４１３Ｈの上に該係合片４２３の後側部分が
支承され、これにより、通常は図９に示すように前側部分が水平に前方を向くよりもやや
下方に傾斜し、該前側部分が前方の回転体４３２の上端部まで（より具体的には球収容部
４３２Ｒ、４３２Ｌの内部まで）突き出した体勢（以下、この体勢を係合体勢と称す）に
保持されるようになっている。これに対し、後述するように係合片４２３の前側部分の上
に上方から遊技球が到達すると、該遊技球の重みにより係合片４２３の前側部分が上記係
合体勢にあるときよりも下方に押し下げられる（以下、この体勢を解除体勢と称す）。
【００７０】
　以下、上記センター役物４１の動作について、前掲の図５とあわせて図１４および図１
５を参照しながら説明する。図１４および図１５は、センター役物４１の一連の動作にお
ける主要な段階を順次示す模式図であり、各動作段階におけるセンター役物４１の模式正
面図およびその模式縦断面図となっている。同図に示すセンター役物４１は前記図８ない
し図１３に示す実施形態のものと同一のものであるが、明確化のため、各動作段階に関連
する部分のみを簡略化して示してある。
【００７１】
（１）図５に示す遊技領域において、センター役物４１の上方に飛来する遊技球のうち、
大多数は転動面４１１Ｓ上を左右方向に転動してその一方端から転落し、センター役物４
１の右下方または左下方へと流下していくが、少数の遊技球は、天入賞口４２に入賞して
所定の遊技球の払い出しが行われることとなるか、あるいは転動面４１１Ｓ上を転動する
途上でうまく中上入賞口４３に入球することとなる。
【００７２】
（２）中上入賞口４３に入球した遊技球は、図１４（ａ）に示すように、球誘導路４１３
Ｐ内を通り、その途上で入球センサ４２６により入球を検知されながら下方へ落下し、該
球誘導路４１３Ｐの下端に連通するドラム４１４の内槽４１４Ｎの入球口４１４Ｈ（受球
位置）に入球する。上記入球センサ４２６で中上入賞口４３への入球が検出されると、前
記ＬＥＤ基板４１５からの光の照射、前記可動装飾部材４１７Ｒ、４１７Ｌ、４１８Ｒ、
４１８Ｌの稼働、前記音出力口２４からの音の出力またはこれらの組み合わせから構成さ
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れる所定の興趣演出が開始される。上記入球口４１４Ｈから内槽４１４Ｎ内に入った遊技
球は、前述の通り係合片４２３の前側部分を押し下げ該係合片４２３を解除体勢としなが
ら、回転体４３２の球収容部４３２Ｒ内に収容される。
【００７３】
（３）回転体４３２の球収容部４３２Ｒ内に遊技球が収容されると、図１４（ａ）中の矢
印Ａ２に示すように、遊技球Ｍ１の重みにより回転体４３２を右回り（時計回り）に回転
させるように力が働く。この状態では、係合片４２３は解除体勢にあって回転体４３２の
回転を規制していないが、一方の球収容部４３２Ｒが同図に示すように上端に位置すると
き、前記規制ピン４３２Ｐが規制溝４１４Ｇの左端に位置するようになっており、これに
より回転体４３２の左回り（反時計回り）方向の回転は規制されている。また、このよう
に回転体４３２が最大限に左回り方向に回転した位置にあるときに、上記球収容部４３２
Ｒは、同図に示すようにその底部がやや右寄りに偏って位置するように形成され、さらに
、該球収容部４３２Ｒの右側の内壁は平面状であるが左側の内壁は正面視円弧状の湾曲面
状に成形されており、これにより、遊技球Ｍ１が右寄りに案内されやすいようになってい
る。したがって、回転体４３２は、球収容部４３２Ｒ内に遊技球Ｍ１を受容すると、矢印
Ａ２に示すように右回り（時計回り）方向に回転する。
　なおこの時点では、フリップ４３２Ｆは自重により垂下されて一方面が前方に露出する
とともに他方面が裏側に隠蔽された体勢にあり、回転体４３２の表面のうちの一方の半分
（下側の半分）がフリップ４３２Ｆに覆われて隠蔽されるとともに他方の半分（上側の半
分）が前方に露出した体勢となっており、これらフリップ４３２Ｆの露出面と回転体４３
２の表面の露出部分とが、あわせて一つの円形の可視領域を構成しており、この可視領域
に、特定の内容を表す一つの図柄（以下、この図柄を便宜的に「夜間型図柄」と称す）が
表示されるようになっている（図示省略）。
【００７４】
（４）回転体４３２が右回り（時計回り）方向に回転する途上で、図１４（ｂ）に示すよ
うにフリップ４３２Ｆの固定端である直線状の辺縁（軸ピン４３２Ｇが挿通されて回転体
４３２に軸支された辺縁；以下、軸支端縁と称す）４３２Ｘが鉛直となる位置を右回り（
時計回り）方向に超過すると、図中の矢印Ａ３に示すように該フリップ４３２Ｆが自重に
より右下方向に落下するように反転して裏返る。このとき、該フリップ４３２Ｆは前述の
通りスペーサ４３２Ｓにより回転体４３２の面上から所定の小角度だけ浮き上がった体勢
に保持されているので、上記のような落下動作がより容易かつ確実になされるようになっ
ており、また、この落下動作は、回転体４３２が引き続き右回り（時計回り）方向に回転
する運動をさらに付勢する作用も奏する。また、フリップ４３２Ｆが上記のように反転す
ると、該フリップ４３２Ｆおよび回転体４３２の表面における露出部分と隠蔽部分とも反
転して、別の可視領域が現れ、前記夜間型図柄と異なる（対照的な）内容を表す特定の一
つの図柄（以下、この図柄を便宜的に「昼間型図柄」と称す）が表示されるようになって
いる（図示省略）。
【００７５】
（５）回転体４３２がさらに右回り（時計回り）方向に回転して、図１５（ｃ）に示すよ
うに遊技球Ｍ１を収容した球収容部４３２Ｒが内槽４１４Ｎの排球口４１４Ｌに連通する
位置（排球位置）まで到達すると、遊技球Ｍ１が球収容部４３２Ｒから下方に落下して、
排球口４１４Ｌから排出される。
　このとき、排球口４１４Ｌの直下には、該排球口４１４Ｌの開口面積および形状に対応
する寸法および概略横長の箱体状の外形を有する、前記後側部材４１３の球排出部４１３
Ｅが位置し、該排球口４１４Ｌに連通している。該球排出部４１３Ｅは、中央に方形状の
隔壁４１３Ｔが形成されて内部が左右に２つの室すなわち左室Ｃ１および右室Ｃ２に仕切
られた構成となっており、該左室Ｃ１および右室Ｃ２の各室中央には、後方にむけて下傾
する上端縁を有する台形状の案内リブＧ１、Ｇ２がそれぞれ立設されている。遊技球Ｍ１
は、排球口４１４Ｌに到達した後、図中の矢印Ａ４に示すように右側の案内リブＧ２の上
端縁に沿って後下方に誘導されつつ、該排球口４１４Ｌから排出されていく。この間、同
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図に示すように遊技球Ｍ１は、該案内リブＧ２上を移動することにより、回転体４３２と
排球口４１４Ｌとを跨ぐ体勢に保持されつつ排出されていく。換言すれば、案内リブＧ２
の上端縁は、遊技球Ｍ１を回転体４３２と排球口４１４Ｌとに跨がるような高さ位置の範
囲内に保持しつつ後下方に誘導し得るような高さおよび勾配を有するように形成されてい
る。
　本実施形態では、上記案内リブＧ２は、隔壁４１３Ｔの右側面から右方に距離ｄ１＝約
６．５ｍｍだけ移動した位置、即ち上方の球収容部４３２Ｒから出てきた遊技球Ｍ１をそ
のほぼ中央で下方から支承し得る位置に形成され、前後方向の幅ｗ１＝約１５ｍｍ、後側
端縁の高さｈ１＝約１１ｍｍ、前側端縁の高さｈ２＝約５ｍｍとなっており、図１５（ｃ
）に示すように、上方からきた遊技球Ｍ１を受けた時点で、該遊技球Ｍ１をその中心Ｏの
高さ位置が回転体４３２の下端の高さ位置にほぼ等しくなるような高さ位置で下方から支
承し得るような高さ位置に形成されている。
【００７６】
　上記のように球収容部４３２Ｒが排球位置、具体的には球排出部４１３Ｅの右室Ｃ２の
上方に位置するとき、前記規制ピン４３２Ｐが規制溝４１４Ｇの右端に位置するようにな
っており、これにより、球収容部４３２Ｒが遊技球Ｍ１を収容したまま排球位置を超過し
て回転しないよう、回転体４３２の右回り（時計回り）方向の回転は規制される。したが
って、このときの位置は回転体４３２が最大限に右回り方向に回転した位置すなわち右回
り方向の限界位置であるが、これまで回転体４３２は上述の通り遊技球Ｍ１の重みにより
回転運動をしてきているので、この限界位置で反発力が生じ、これまでとは逆の方向すな
わち左回り（反時計回り）方向に戻るように弾む（バウンドする）挙動をとろうとする。
もしこのようなバウンド動作がなされると、上記球収容部４３２Ｒが上端部の入球口４１
４Ｈすなわち受球位置にまで戻ってしまい、後述するようなもう一方の球収容部４３２Ｌ
による遊技球の案内（受け渡し）動作へと正しく移行されなくなる惧れもあるが、ここで
、上記のように遊技球Ｍ１が回転体４３２と排球口４１４Ｌとを跨ぐ体勢に保持されつつ
排出されることにより、回転体４３２が遊技球Ｍ１によりロックされて排球位置に保持さ
れ、バウンド動作が抑止される。即ち、遊技球Ｍ１が回転体４３２と排球口４１４Ｌとを
跨ぐ体勢にあると、回転体４３２が左回り（反時計回り）方向にバウンドしようとしても
、遊技球Ｍ１が排球口４１４Ｌに拘束された（引っかかった）体勢となっていて左回り（
反時計回り）方向には動き得ず、このため回転体４３２の左回り（反時計回り）方向への
動きも遊技球Ｍ１に阻止される。換言すれば、遊技球Ｍ１が、回転体４３２と排球口４１
４Ｌとを跨ぐように位置して該回転体４３２を排球位置にロックする「かんぬき」のよう
に機能するのである。
【００７７】
（６）案内リブＧ２の上端縁に沿って後下方に誘導された遊技球Ｍ１は、図１５（ｄ）に
示すように、後方で前記裏側カバー４２９の突出部４２９Ｅの内面に行当って下方へ案内
され、排球センサ４２７により検知されながら、センター役物４１から下方へ排出されて
いく。裏側カバー４２９の突出部４２９Ｅは、左右に長く延びる直方体状の内部空間が中
央の隔壁により左右に２つの区画すなわち左区画４２９Ｌおよび右区画４２９Ｒに分割さ
れ、これら左区画４２９Ｌおよび右区画４２９Ｒはそれぞれ前記排出部４１３Ｅの左室Ｃ
１および右室Ｃ２に連通して、左側通路および右側通路の２通路から構成される排球通路
の後側部を構成している。該左区画４２９Ｌおよび右区画４２９Ｒの各区画の内部におけ
る後上の隅部には、後下方へ下傾する下端縁を有するガイドリブ４２９Ｇがそれぞれ突設
されており、遊技球を下方へ案内するようになっている。また、排球センサ４２７は、上
記突出部４２９Ｅの左区画４２９Ｌおよび右区画４２９Ｒの直下にそれぞれ検出部４２７
Ｌ、４２７Ｒを備え、遊技球が左側通路および右側通路のいずれから排出されたかが検知
され、この結果に応じた興趣演出がなされる構成となっている。
【００７８】
　遊技球Ｍ１が排球口４１４Ｌから排出され、回転体４３２から完全に離脱すると、該遊
技球Ｍ１による回転体４３２の回転の規制すなわち「かんぬき」様の機能も解除されるが
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、これよりも以前に、即ち該遊技球Ｍ１が回転体４３２から完全に離脱しておらず回転体
４３２が排球位置にロックされているうちに、前記係合片４２３が係合体勢に復帰して、
その前側部分が前方の回転体４３２の上端部まで突き出し、今度はかわって上端に位置す
るもう一方の球収容部４３２Ｌの内壁に係合し、これにより回転体４３２が引き続き排球
位置にロックされる。係合片４２３は、前述の通り遊技球Ｍ１の通過によって解除体勢と
なった後、回転体４３２が回転している間はその回転運動を規制しないが、回転体４３２
が最大限にまで回転して遊技球Ｍ１を収容した球収容部４３２Ｒが排球位置に達すると、
これにともなってもう一方の球収容部４３２Ｌが上端部に達し、該球収容部４３２Ｌの内
部空間により係合片４２３の前方に動作スペースが再び確保されて係合体勢に復帰する動
作が可能となる。ただし、この係合片４２３の復帰動作は、前記回転体４３２が右回り方
向の限界位置に達した時点よりも若干遅れて開始されるため、回転体４３２が右回り方向
の限界位置に達すると、当初は前述の通り遊技球Ｍ１が回転体４３２の回転を規制するよ
うに機能し、この遊技球Ｍ１によるロック機能が解除されるよりもやや早く、このロック
機能を引き継ぐような形で、該係合片４２３が回転体４３２を引き続き排球位置にロック
するように機能する。
【００７９】
（７）上述の通り、遊技球Ｍ１が回転体４３２の球収容部４３２Ｒ内に収容され、ドラム
４１４の内槽４１４Ｎにおける内周面の右側半分に沿って上端から下端部まで案内され、
右側通路から排出されると、連絡通路により、遊技盤４の裏側においてさらに下方に案内
される。該連絡通路は、上記センター役物４１の右側通路に連通して下方に延びる右側連
絡通路と、センター役物４１の左側通路に連通して下方に延びる左側連絡通路とを左右に
並置するようにして構成されている（図示省略）。
【００８０】
　上記連絡通路の下方には、図７に示すように、右リンク機構Ｌ１が配置され、該右リン
ク機構Ｌ１の下方には下リンク機構Ｌ２が配置され、さらに上記右リンク機構Ｌ１の左方
（図７上では右方）には左リンク機構Ｌ３が配置されている。上記右リンク機構Ｌ１にお
いては、図１６（ａ）に示すように、右側連絡通路に案内されて上方から入球してきた遊
技球Ｍ１は、第１アームＲ１の先端に載って自重により該第１アームＲ１を押し下げ、該
第１アームＲ１はリンク機構により第２アームＲ２を介して第３アームＲ３の先端を押し
下げ、該第３アームＲ３の先端は前記中央入賞装置４６の可動翼（チューリップ）４６Ｔ
を開放するように駆動する。またこのとき、図１７（ａ）および（ｂ）に示すように、上
記第３アームＲ３には第４アームＲ４を介して第５アームＲ５が連結されており、該第５
アームＲ５が、上記第３アームＲ３と連動して、前記下段側右中入賞装置４９Ｂの可動翼
（チューリップ）４９Ｔを開放するように駆動する。
【００８１】
　上記遊技球Ｍ１は、第１アームＲ１を押し下げた後、該第１アームＲ１の先端から落下
して、下方に設置された下リンク機構Ｌ２に案内される。上記下リンク機構Ｌ２において
は、図１８（ａ）に示すように、遊技球Ｍ１は、前記右リンク機構Ｌ１における第１ない
し第３アームＲ１～Ｒ３の場合と同様に、第６アームＲ６の先端に載って自重により該第
６アームＲ６を押し下げ、該第６アームＲ６はリンク機構により第７アームＲ７を介して
第８アームＲ８の先端を押し下げ、該第８アームＲ８の先端は前記下段側左下入賞装置５
５Ｂの可動翼（チューリップ）５５Ｔを開放するように駆動する。またこのとき、図１９
（ａ）および（ｂ）に示すように、上記第８アームＲ８には第９アームＲ９を介して第１
０アームＲ１０が連結されており、該第１０アームＲ１０が、上記第８アームＲ８と連動
して、前記下段側中下入賞装置４７Ｂの可動翼（チューリップ）４７Ｔを開放するように
駆動する。さらにまたこのとき、図２０（ａ）および（ｂ）に示すように、上記第９アー
ムＲ９には第１０アームＲ１０とともに第１１アームＲ１１が連結されており（即ち、第
９アームＲ９は左右に延びるように架設され、左端には第８アームＲ８が、中央には第１
０アームＲ１０が、右端には第１１アームＲ１１がそれぞれ連結されている）、該第１１
アームＲ１１が、上記第８アームＲ８と連動して、前記下段側右下入賞装置４８Ｂの可動
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翼（チューリップ）４８Ｔを開放するように駆動する。上記のように駆動した後の右リン
ク機構Ｌ１および下リンク機構Ｌ２は、錘（図示せず）により、それぞれ駆動する前の体
勢に復帰するようになっており、また、開放した状態の５対の可動翼（チューリップ）４
６Ｔ、４９Ｔ、５５Ｔ、４７Ｔ、４８Ｔは、この後遊技領域においてそれぞれ遊技球が入
球することにより閉じるようになっている。
【００８２】
　上記のように、遊技球Ｍ１が右側連絡通路から下方に案内されて右リンク機構Ｌ１を通
過すると、該右リンク機構Ｌ１を駆動して前記中央入賞装置４６および下段側右中入賞装
置４９Ｂのそれぞれの可動翼（チューリップ）４６Ｔ、４９Ｔを同時に開放し、この後、
下リンク機構Ｌ２を通過すると、該下リンク機構Ｌ２を駆動して前記下段側左下入賞装置
５５Ｂ、下段側中下入賞装置４７Ｂおよび下段側右下入賞装置４８Ｂのそれぞれの可動翼
（チューリップ）５５Ｔ、４７Ｔ、４８Ｔを同時に開放する。このとき、パチンコ機１０
は、上記５つの入賞装置が入賞可能となり、遊技領域内において遊技球が比較的に入賞し
やすい状態となる（以下、この状態を「昼間型遊技状態」と称す）。この昼間型遊技状態
となる以前は、遊技者は、主として、該昼間型遊技状態への移行を期して中上入賞口４３
に狙いをおき、これと同時に、遊技球の払い出しを期して天入賞口４２に狙いをおいて遊
技を行う、即ちセンター役物４１の上端部に重点的に狙いをおくと考えられるが、昼間型
遊技状態へ移行した後は、可動翼（チューリップ）４６Ｔ、４９Ｔ、５５Ｔ、４７Ｔ、４
８Ｔが開放されて入賞可能となった上記中央入賞装置４６、下段側中下入賞装置４７Ｂ、
下段側右下入賞装置４８Ｂ、下段側右中入賞装置４９Ｂならびに下段側左下入賞装置５５
Ｂの５つの入賞装置を重点的に狙うようになると考えられる。
【００８３】
　上記昼間型遊技状態で入賞可能とされる５つの入賞装置には、いずれも前記したように
前面に「太陽」を模した装飾が統一して施されており、一方、この時点では前記センター
役物４１における回転体４３２の前面には昼間型図柄が表示されているが、該昼間型図柄
は「太陽」と関連する内容の図柄となっており、したがって、該昼間型図柄は、演出効果
とともに、昼間型遊技状態にあることを遊技者に報知する機能も奏するものとなっている
。
【００８４】
（８）上記昼間型遊技状態にあるときに、別の遊技球が中上入賞口４３に入球すると、図
示省略するが、該遊技球は、前記と全く同様に、球誘導路４１３Ｐ内を通って下方へ落下
し、ドラム４１４の内槽４１４Ｎの入球口４１４Ｈ（受球位置）に入球して、係合片４２
３を解除体勢としながら、回転体４３２のもう一方の球収容部４３２Ｌ内に収容される。
このとき、回転体４３２の上端部に位置する該球収容部４３２Ｌは、下端部の排球位置に
位置する前記球収容部４３２Ｒと左右対称をなすように形成されている。即ち、両球収容
部４３２Ｒ、４３２Ｌは前記フリップ４３２Ｆの軸支端縁４３２Ｘに関して線対称となる
ように形成されている。したがって、昼間型遊技状態で上記球収容部４３２Ｌ内に収容さ
れた遊技球は、前述のように遊技球Ｍ１がドラム４１４内で右側を通るように案内される
場合とは左右対称の軌道を描くようにして、即ち、ドラム４１４の内槽４１４Ｎにおける
内周面の左側半分に沿って上端から下端部まで案内される。この途上で、前記フリップ４
３２Ｆが再び反転して、前記夜間型図柄が表示される。
【００８５】
　下端部まで案内された遊技球は、球排出部４１３Ｅの左室Ｃ１の上方に到達し、前記と
全く同様に、左側の案内リブＧ１の上端縁に沿って後下方に誘導されつつ、排球口４１４
Ｌから排出されていく。上記案内リブＧ１を含め、左室Ｃ１は前記右室Ｃ２と左右対称に
構成されており、遊技球は、前記右側の場合と全く同様に、該案内リブＧ１上を移動する
ことにより、回転体４３２と排球口４１４Ｌとを跨ぐ体勢に保持されつつ排出されていく
。このとき、前記規制ピン４３２Ｐは規制溝４１４Ｇの左端に位置して回転体４３２の左
回り（反時計回り）方向の回転は規制され、回転体４３２は左回り方向の限界位置にある
が、前記右側の場合と全く同様に、遊技球が回転体４３２と排球口４１４Ｌとを跨ぐ体勢
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に保持されつつ排出されることにより、回転体４３２が遊技球によりロックされて排球位
置に保持され、バウンド動作が抑止される。
【００８６】
　左側の案内リブＧ１の上端縁に沿って後下方に誘導された遊技球は、後方で前記裏側カ
バー４２９の突出部４２９Ｅにおける左区画４２９Ｌの内面に行当って下方へ案内され、
排球センサ４２７の左側の検出部４２７Ｌにより検知されながら、センター役物４１から
下方へ排出されていく。また一方で、係合片４２３が前記と全く同様にして係合体勢に復
帰し、この時点で上端に復帰している前記球収容部４３２Ｒの内壁に係合し、これにより
回転体４３２が引き続き排球位置にロックされる。即ち、回転体４３２および係合片４２
３は、前述のように遊技球Ｍ１が中上入賞口４３に入球して昼間型遊技状態に移行するよ
り以前の状態に復帰してこの状態に保持される。
【００８７】
（９）遊技球が上述のようにドラム４１４内で左側を通るように案内され、左側通路から
排出されると、前記左側連絡通路を通り、下方に配置された前記左リンク機構Ｌ３に案内
される。上記左リンク機構Ｌ３においては、図２１（ａ）に示すように、左側連絡通路に
案内されて上方から入球してきた遊技球Ｍ１１は、第１２アームＲ１２の先端に載って自
重により該第１２アームＲ１２を押し下げ、該第１２アームＲ１２はリンク機構により第
１３アームＲ１３を介して第１４アームＲ１４の先端を押し下げ、該第１４アームＲ１４
の先端は前記下段側左中入賞装置５６Ｂの可動翼（チューリップ）５６Ｔを開放するよう
に駆動する。
【００８８】
　このとき、前記５対の可動翼（チューリップ）４６Ｔ、４９Ｔ、５５Ｔ、４７Ｔ、４８
Ｔが開いていてこれら可動翼を備える５つの入賞装置がいずれも入賞可能な状態にある場
合、これに加えて上記下段側左中入賞装置５６Ｂの可動翼（チューリップ）５６Ｔが開放
されて計６つの入賞装置がいずれも入賞可能な状態となり、したがって遊技領域内におい
て遊技球が最も入賞しやすい状態となるとも考えられるが、このような場合は稀であり、
多くの場合、上記下段側左中入賞装置５６Ｂが入賞可能となるより以前に、前記５対の可
動翼（チューリップ）４６Ｔ、４９Ｔ、５５Ｔ、４７Ｔ、４８Ｔを備える５つの入賞装置
のうちの少なくとも１つ（１つないし５つ）はすでに遊技球の入賞により可動翼が閉じて
入賞不能な状態に復帰している蓋然性が高いと考えられる。よって、上記下段側左中入賞
装置５６Ｂが入賞可能となると、上記６対の可動翼（チューリップ）を備える６つの入賞
装置のうち、最大で計６つ、多くの場合は５つ以下の入賞装置が入賞可能となり、パチン
コ機１０は、遊技領域内において遊技球が前記昼間型遊技状態よりも入賞しやすい状態、
前記昼間型遊技状態と同程度に入賞しやすい状態ならびに前記昼間型遊技状態に次いで入
賞しやすい状態のいずれの状態ともなり得るが、いずれの場合であれ、上記６つの入賞装
置のうち入賞可能となっているものの組み合わせは異なる状態となる（以下、この状態を
「夜間型遊技状態」と称す）。
【００８９】
　上記夜間型遊技状態に移行した後、遊技者は、上記６つの入賞装置のうち多数が入賞可
能となっている場合には、引き続きこれら入賞可能な入賞装置を狙うものと考えられるが
、入賞可能な入賞装置が残り少なくなっていくにつれ、再び遊技状態を昼間型遊技状態へ
移行させて上記６つの入賞装置のうち（下段側左中入賞装置５６Ｂ以外の）５つの入賞装
置をいずれも入賞可能とすることを期して、中上入賞口４３を中心としてセンター役物４
１の上端部に狙いの重点を戻していくと考えられる。
【００９０】
　上記夜間型遊技状態で開放される下段側左中入賞装置５６Ｂには、前記したように前面
に「星」を模した装飾が施されており、一方、この時点では前記センター役物４１におけ
る回転体４３２の前面には夜間型図柄が表示されているが、該夜間型図柄は「星」と関連
する内容の図柄となっており、したがって、該夜間型図柄は、演出効果とともに、夜間型
遊技状態にあることを遊技者に報知する機能も奏するものとなっている。
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【００９１】
　以上の通り、センター役物４１は、中上入賞口４３に入球した遊技球を、右下方向と左
下方向とに交互に案内するように機能し、この案内方向に応じて、「太陽」の装飾を有す
る５つの入賞装置に連結されたリンク機構すなわち右リンク機構Ｌ１および下リンク機構
Ｌ２と、「星」の装飾を有する下段側左中入賞装置５６Ｂに連結されたリンク機構すなわ
ち左リンク機構Ｌ３とが交互に駆動されることで、遊技状態が昼間型遊技状態と夜間型遊
技状態とに交互に入れ替わるように移行するようになっている。ここで、もし、例えば昼
間型遊技状態への移行がなされてから、次の中上入賞口４３への入球ではなく回転体４３
２のバウンド動作や不正に加えられた振動等によって回転体４３２が元の位置（左右回り
方向の限界位置）に戻ったりすると、次に中上入賞口４３に遊技球が入球しても、遊技球
が前回の入球の場合と同じく右下方向に繰り返して案内されるため、昼間型遊技状態から
夜間型遊技状態への移行はなされず、昼間型遊技状態が更新されて再び５つの入賞装置が
いずれも入賞可能となり、したがって遊技者にとってより有利な遊技状態が不適正に継続
することとなる。ところが、前述の通り、上記センター役物４１においては、遊技球が回
転体４３２と排球口４１４Ｌとを跨ぐ体勢に保持されつつ排出されること、ならびに係合
片４２３が球収容部４３２Ｌに係合することにより、回転体４３２が確実に排球位置にロ
ックされるようになっているので、バウンド動作は抑止され、また不正に振動が加えられ
たりしても回転体４３２は回転せず、次に中上入賞口４３に遊技球が入球するまでは元の
位置に戻ることはない。したがって、昼間型遊技状態と夜間型遊技状態との間の移行が中
上入賞口４３への入球に応じて適正になされるようになっている。
【００９２】
（作用）
　上記パチンコ機１０の構成によれば、所定の受球位置すなわちドラム４１４の内槽４１
４Ｎの入球口４１４Ｈで遊技球を受容し、該受球位置から所定距離をおいた（約１５０～
１６０°程度の角度だけ離れた）排球位置まで該遊技球を移動させて、該排球位置に形成
された排出口すなわち排球口４１４Ｌに該遊技球を排出するように動作する可動体すなわ
ち回転体４３２を備えるセンター役物４１が遊技領域に配置された構成において、上記遊
技球が上記排球位置にきたときに、該遊技球を上記回転体４３２と上記排球口４１４Ｌと
を跨ぐ体勢に保持しつつ排出するように誘導する球進路誘導手段として案内リブＧ１、Ｇ
２が設けられている構成としたので、回転体４３２が排球位置まで移動してきてバウンド
しようとした場合でも、遊技球が排出される際に案内リブＧ１、Ｇ２により遊技球が回転
体４３２と排球口４１４Ｌとを跨ぐ体勢に保持されること、換言すれば、遊技球が回転体
４３２と排球口４１４Ｌとを跨ぐ体勢に保持されるようにその進路が誘導されつつ排出さ
れることで、該回転体４３２が遊技球によりロックされて排球位置に保持され、バウンド
動作が抑止されるようになっている。即ち、遊技球が、排出される際にそのまま無条件に
排出されるのではなく、回転体４３２と排球口４１４Ｌとを跨ぐように位置して該回転体
４３２を排球位置にロックする「かんぬき」のように機能するようになっている。このよ
うに遊技球自体に回転体４３２の動きを抑止するように機能させながら該遊技球を排出す
る構成となっていることで、回転体４３２の動きを抑止するための機構を別に必要とする
ことなく、案内リブＧ１、Ｇ２を設けるだけの簡略な構成によって回転体４３２に所望の
動作を容易かつ確実に行わせることが可能なセンター役物４１となっている。
【００９３】
　また、球進路誘導手段が、上記回転体４３２から漸次遠ざかる勾配を有する傾斜に沿っ
て遊技球を誘導する案内リブＧ１、Ｇ２となっているので、遊技球が傾斜に沿って誘導さ
れながら排出されることで、排出される際に無条件に排出されるのではなく前記回転体４
３２と前記排球口４１４Ｌとを跨ぐ体勢に容易かつ確実に保持されるようになっている一
方、傾斜によって容易かつ確実に排出されるようになっている。即ち、回転体４３２のバ
ウンド動作の抑止と遊技球の排出とがいずれも容易かつ確実になされる構成となっている
。
　また、球進路誘導手段の構成としては、例えば図２２に示すように、弾性を有する突起
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物４３３により遊技球Ｍ２を一時的に可動体４３４と排出口４３５とを跨ぐ体勢に保持し
、図中の矢印Ａ５に示すように該突起物４３３が弾性変形することによって遊技球Ｍ２を
排出するように誘導するようにした構成なども考えられるが、これに対し、上記パチンコ
機１０の構成においては、勾配を適宜な程度に設定することで、遊技球を上記回転体４３
２と上記排球口４１４Ｌとを跨ぐ体勢に保持しつつ排出するように誘導する球進路誘導手
段が構成されており、したがって、上記傾斜を有する構造物だけで球進路誘導手段が構成
されているため球進路誘導手段の構成がより簡略化されているとともに、劣化等も比較的
に少ない球進路誘導手段となっている。
【００９４】
　また、上述の通り、遊技球が上記排球位置にきたときは回転体４３２が遊技球によりロ
ックされて排球位置に保持されるようになっているが、これとあわせて、遊技球が上記排
球位置にきたときに上記回転体４３２に係合して該回転体４３２を当該位置にロックし、
該回転体４３２が別の遊技球を受容すると上記回転体４３２から離脱してロックを解除す
る係合手段として係合片４２３をさらに備えるので、該遊技球が排出された後も、別の遊
技球を受容するまでの間、回転体４３２の動きを抑止しておくことができるようになって
いる。
【００９５】
　また、上記受球位置すなわち入球口４１４Ｈが排球位置すなわち排球口４１４Ｌよりも
上方に位置し、回転体４３２が遊技球の重さにより該受球位置から排球位置まで移動する
構成となっているので、遊技球の重さを利用して回転体４３２を動作させることで、回転
体４３２を動作させるための動力源や該動力源による動力を伝達する機構は省略されてお
り、そのぶん回転体４３２がより簡略に構成されている。
【００９６】
　また、上記可動体が、軸回りに回動することにより受球位置と排球位置との間を移動す
る回転体４３２となっており、受球位置において回動方向側に重心が偏った体勢で遊技球
を受容する遊技球保持部すなわち球収容部４３２Ｒ、４３２Ｌを有するので、遊技球の重
さが回動方向側にかかって可動体が回動方向側に確実かつ容易に動作するものとなってい
る。
【００９７】
　また、上記球収容部４３２Ｒ、４３２Ｌが、回動軸へむけて陥入する凹形状を有し、そ
の内壁が、回動方向側と反対側から該回動方向側へかけて湾曲面状に延びる形状となって
いるので、湾曲面状に延びる内壁に沿って遊技球が回動方向側へ案内され、これにより可
動体が回動方向側により確実かつ容易に動作することができるようになっている。
【００９８】
　また、一方端（軸支端縁４３２Ｘ）が上記回転体４３２に回動自在に軸支され、他方端
が受球位置から排球位置へ落下し得る揺動体すなわちフリップ４３２Ｆを備えるので、遊
技球の重さを利用して回転体４３２を動作させるのに加えて、フリップ４３２Ｆの自由端
が落下する動作を利用することで、該回転体４３２をより効果的に動作させることができ
るようになっている。
【００９９】
　また、上記フリップ４３２Ｆを回転体４３２に対し所定の角度をなす体勢に保持するス
ペーサ４３２Ｓを備えるので、該フリップ４３２Ｆが回転体４３２に対し所定の角度をな
す体勢、即ち、回転体４３２に重合する体勢ではなく回転体４３２から所定の角度だけ離
間した体勢に保持されることで、該フリップ４３２Ｆの自由端がより容易かつ確実に落下
することができるようになっている。
【０１００】
　また、上記センター役物４１が、遊技球を外部に排出する毎に、複数の異なる外部排出
位置すなわち右側連絡通路および左側連絡通路に交互に振り分けるようにして排出する構
成を有し、遊技球が上記複数の外部排出位置のうちのいずれから排出されたかに応じて、
遊技者にとっての有利さの度合いが異なる複数の遊技状態すなわち昼間型遊技状態および
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夜間型遊技状態の２種類の遊技状態に交互に移行するように構成されている。ここで、例
えばセンター役物４１の回転体４３２にバウンド動作が生じると、回転体４３２が所定の
動作すなわち一方向の回転動作を行った後にバウンドにより動作前の位置まで戻ってしま
い、その結果、上記振り分けが秩序どおりに機能せず遊技状態が正しく移行しなくなって
、遊技者にとって相対的に有利あるいは不利な、昼間型遊技状態および夜間型遊技状態の
うちのいずれかの遊技状態が不適正に継続するといった事態を生じることがある。ところ
が、上記パチンコ機１０においては、前述の通りセンター役物４１において回転体４３２
のバウンド動作が確実に抑止される構成となっているので、回転体４３２が所定の動作を
行った後に動作前の位置まで戻ることがなく上記振り分けが秩序どおりに機能し、したが
って遊技状態が昼間型遊技状態と夜間型遊技状態との間で適正に交互に移行するようにな
っている。
【０１０１】
（変更態様）
　上記実施形態のパチンコ機１０には、各種の変更を加えることが可能である。
　例えば、球進路誘導手段として、弾性変形することによって遊技球Ｍ２を排出するよう
に誘導する突起物４３３を設けるようにしてもよいのは前述した通りであるが、さらには
、例えば図２３に示すように、球排出部４３６Ｅの底部に、後方にむけて下傾する案内斜
面Ｇ１１、Ｇ１２を形成するようにしてもよく、このような案内斜面Ｇ１１、Ｇ１２によ
っても、前記実施形態における案内リブＧ１、Ｇ２と同等に機能させることができ、また
その形成も容易である。同図に示す例では、直方体状の球排出部４３６Ｅの内部が、中央
に方形状の隔壁４３６Ｔが形成されて左右に２つの室すなわち左室Ｃ１１および右室Ｃ１
２に仕切られ、該左室Ｃ１１および右室Ｃ１２の各室の底部に、後方にむけて下傾する案
内斜面Ｇ１１、Ｇ１２が一体的に形成されている。
【０１０２】
　また、前記実施形態においては、右側連絡通路と左側連絡通路とに交互に振り分けられ
た遊技球がそれぞれ自重により別のリンク機構を駆動して異なる組み合わせの入賞装置を
入賞可能な状態とすることにより、遊技状態の移行がなされるように構成されていたが、
これにかえて例えば、前記排球センサ４２７のような検出手段により、遊技球がどのよう
に振り分けられたかを検知し、この検知結果に基づきソレノイド等を駆動して所定の組み
合わせの入賞装置を入賞可能な状態とすることによって、遊技状態の移行がなされるよう
に制御する構成としてもよい。
【０１０３】
　また、図２４は、別の実施形態に係るセンター役物の要部の構成およびその動作段階を
示す模式正面図である。同図に示すセンター役物５７は、可動体５８が揺動自在に保持さ
れ、該可動体５８の上方に入球口５７１が、右下方および左下方に排球口５７２Ｒ、５７
２Ｌがそれぞれ配置された構成となっている。上記可動体５８は、図２４（ｂ）に示すよ
うに、上方が開口し内部が中央の仕切板５８１により左室Ｃ２１および右室Ｃ２２の左右
２室に仕切られた中央部５８Ｃから、左下方および右下方に左側導球路５８Ｌおよび右側
導球路５８Ｒがそれぞれ延出し、全体として、左右対称な概略「へ」の字状であって、上
端部がやや上方に突出した形状となっている。上記中央部５８Ｃの裏側面における下端部
中央には、前後方向に延びる回動軸を支承する軸支部５８Ａが形成されており、該回動軸
に回動自在に軸支されることにより、可動体５８が揺動自在に保持されている。該可動体
５８の裏面側には、前記実施形態の場合と同様の規制溝および該規制溝に嵌入する規制ピ
ンが配置されており（図示せず）、図中の矢印Ａ６に示すように、該可動体５８が左右に
それぞれ約３０°程度ずつ（計約６０°程度）の角度範囲内でのみ円運動（回転）し得る
ように規制されるようになっている。上記左室Ｃ２１および右室Ｃ２２の各室における背
面部には、矩形を左下ないし右下にやや傾斜させた形状をそれぞれ有する係合孔Ｐ２１、
Ｐ２２が穿設されている。上記中央部５８Ｃの後方には、前記実施形態における係合片４
２３と同様の係合片５７３が設置され、上記係合孔Ｐ２１、Ｐ２２内に突出して係合した
係合体勢と、遊技球の重みにより押し下げられて下方を向いた解除体勢とに交互に変移し
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得るように構成されている。
【０１０４】
　上記センター役物５７において、図２４（ａ）に示すように、可動体５８が最大限に右
回り（時計回り）方向に回転した位置にあるとき即ち右回り方向の限界位置まで振れてい
るとき、入球口５７１（受球位置）の直下には可動体５８の中央部５８Ｃの左室Ｃ２１が
位置して該入球口５７１に連通しており、前記係合片５７３が係合体勢にあって該左室Ｃ
２１内の係合孔Ｐ２１内に突出して係合し、これにより可動体５８がこの右回り方向の限
界位置にロックされている。このとき、該入球口５７１から遊技球Ｍ３が該左室Ｃ２１に
入ると、該遊技球Ｍ３は係合片５７３の前側部分を押し下げ該係合片５７３を解除体勢と
しながら、該左室Ｃ２１内をさらに下方に流下する。
【０１０５】
　左室Ｃ２１内から下方に流下した遊技球Ｍ３は、図２４（ｂ）に示すように、左側導球
路５８Ｌ内に入り、図中の矢印Ａ７に示すように自重により該左側導球路５８Ｌを押し下
げて可動体５８を左回り（反時計回り）方向に回動させながら、該左側導球路５８Ｌ内を
転動して左下方に案内される。
【０１０６】
　図２４（ｃ）に示すように、遊技球Ｍ３が左側導球路５８Ｌの下端に到達すると、同時
に該左側導球路５８Ｌの下端も左下方の排球口５７２Ｌの位置（排球位置）に到達して該
排球口５７２Ｌに連通する。このとき、可動体５８は最大限に左回り（反時計回り）方向
に回転した位置すなわち左回り方向の限界位置に位置することとなる。左右の排球口５７
２Ｒ、５７２Ｌ内には、前記実施形態における案内リブＧ１、Ｇ２と同様の、後方にむけ
て下傾する上端縁を有する案内リブＧ２１、Ｇ２２がそれぞれ立設されており、左側導球
路５８Ｌの下端に到達した遊技球Ｍ３は、左側の排球口５７２Ｌの案内リブＧ２１の上端
縁に沿って後下方に（図中では奥下方向に）誘導されつつ、該排球口５７２Ｌから排出さ
れていく。この間、該遊技球Ｍ３は、前記実施形態の場合と同様に、該案内リブＧ２１上
を移動することにより、可動体５８の左側導球路５８Ｌと排球口５７２Ｌとを跨ぐ体勢に
保持されつつ排出されていく。このとき、可動体５８は、前記実施形態における回転体４
３２の場合と同様に、左回り方向の限界位置に達するとバウンド動作しようとするが、上
記のように遊技球Ｍ３が可動体５８と排球口５７２Ｌとを跨ぐ体勢に保持されつつ排出さ
れることにより、可動体５８が遊技球Ｍ３によりロックされて排球位置に保持され、バウ
ンド動作が抑止される。
【０１０７】
　排球口５７２Ｌから排出された遊技球Ｍ３は、下方へ案内され、排球センサ（図示せず
）により検知されながら、センター役物５７から下方へ排出されていく。また一方で、こ
の時点では入球口５７１（受球位置）の直下に可動体５８の中央部５８Ｃの右室Ｃ２２が
位置しており、係合片５７３が前記実施形態における係合片４２３の場合と同様に係合体
勢に復帰して該右室Ｃ２２内の係合孔Ｐ２２内に突出して係合し、これにより可動体５８
が引き続き排球位置にロックされる。センター役物５７から排出された遊技球Ｍ３は、遊
技盤の裏面側でさらに下方に案内されて所定のリンク機構を駆動し、該リンク機構は所定
の入賞装置の可動翼（チューリップ）を開放して、これにより所定の遊技状態への移行が
なされる（図示せず）。
【０１０８】
　可動体５８が上記左回り方向の限界位置にロックされた状態にあるときに、入球口５７
１から別の遊技球が上記可動体５８の右室Ｃ２２に入ると、図示省略するが、該遊技球は
、前述のように遊技球Ｍ３が左室Ｃ２１内から左側導球路５８Ｌ内を通り可動体５８を左
回り方向に回動させながら左下方に案内される場合とは左右対称の軌道を描くようにして
、右室Ｃ２２内から右側導球路５８Ｒ内を通り可動体５８を右回り（時計回り）方向に回
動させながら右下方に案内され、右下方の排球口５７２Ｒ（排球位置）から、前記左下方
の排球口５７２Ｌの場合と全く同様にして排出され、排球センサにより検知されながら下
方へ案内され、前記とは別の所定のリンク機構を駆動し、該リンク機構は前記とは別の所
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定の入賞装置の可動翼（チューリップ）を開放して、これにより前記とは別の所定の遊技
状態への移行がなされる。
【０１０９】
　こうして、上記センター役物５７は、前記実施形態のセンター役物４１の場合と同様に
、遊技球を右下方向と左下方向とに交互に案内するように機能し、この案内方向に応じて
２組のリンク機構が交互に駆動されることで、遊技状態が２通りの遊技状態に交互に入れ
替わるように移行するようになっている。このとき、遊技球が可動体５８と左右の各排球
口５７２Ｒ、５７２Ｌとを跨ぐ体勢に保持されつつ排出されること、ならびに係合片５７
３が左右の各係合孔Ｐ２１、Ｐ２２に係合することにより、可動体５８が確実に左右の各
排球位置にロックされるようになっているので、バウンド動作が抑止され、また不正に振
動が加えられたりしても可動体５８が揺動せず、次に可動体５８に遊技球が入球するまで
は元の位置に戻ることはない。したがって、前記実施形態の場合と同様に、２通りの遊技
状態の間の移行が遊技球の入球に応じて適正になされるようになっている。
【産業上の利用可能性】
【０１１０】
　以上のように、本発明は、パチンコ機等の遊技機に好適に適用し得るものである。
【図面の簡単な説明】
【０１１１】
【図１】パチンコ機の正面図。
【図２】外枠に対して内枠と前面枠セットとセット板とを開放した状態を示す斜視図。
【図３】パチンコ機から前面枠セットを取り外した状態を示す内枠の正面図。
【図４】内枠の斜視図。
【図５】遊技盤の構成を示す正面図。
【図６】遊技盤の裏面側における基板の配置を示す背面図。
【図７】遊技盤の裏面側における基板ケース、リンク機構等の配置を示す背面図。
【図８】センター役物の正面図。
【図９】図８のＡ－Ａ線断面図。
【図１０】センター役物の背面側から視た分解斜視図。
【図１１】センター役物の正面側から視た分解斜視図。
【図１２】ドラムおよび回転体の背面側から視た斜視図。
【図１３】ドラムおよび回転体の正面側から視た斜視図。
【図１４】センター役物の動作段階（前半ａ、ｂ段階）を示す模式図。
【図１５】センター役物の動作段階（後半ｃ、ｄ段階）を示す模式図。
【図１６】右リンク機構の一部における動作を示す正面図。
【図１７】右リンク機構の一部における動作を示す正面図。
【図１８】下リンク機構の一部における動作を示す正面図。
【図１９】下リンク機構の一部における動作を示す正面図。
【図２０】下リンク機構の一部における動作を示す正面図。
【図２１】左リンク機構における動作を示す正面図。
【図２２】球進路誘導手段の他の例を示す模式側面図。
【図２３】球進路誘導手段の他の例を示す模式側面図。
【図２４】別の実施形態に係るセンター役物の要部の構成およびその動作段階を示す模式
正面図。
【符号の説明】
【０１１２】
４１４Ｈ：入球口（受球位置）
４１４Ｌ：排球口（排出口；排球位置）
４３２：回転体（可動体）
Ｇ１、Ｇ２：案内リブ（球進路誘導手段）
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【図１５】 【図１６】
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【図１９】 【図２０】
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【図２１】 【図２２】

【図２３】

【図２４】
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